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発表項目 

（行事名） 

新型コロナウィルス感染症の拡大に伴う各種支援制度等に必要な 

証明等の交付手数料免除（無料交付）について（4/24） 

概  要 

このたび、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う貸付や融資、各種

支援制度等の手続きに必要とする各種証明書の交付手数料を免除（無料

で交付）することとなりましたのでお知らせします。 

 

 

１．概要 

 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、生活困窮等への対応のため

の貸付や融資、各種支援制度等の手続きを行われていることから、北広

島市手数料徴収条例第３条第４号（その他市長が特別の理由があると認

めるとき）に基づき、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う貸付や融

資、各種支援制度等の手続きに必要とする各種証明書の交付手数料を免

除（無料で交付）するものです。 

 

２．期間  

 令和２年４月２７日 から 令和３年３月３１日 まで 

（※延長する場合は別途決定します。） 

 

３．免除の対象となる方 

新型コロナウイルス感染症の拡大の影響に伴う貸付や融資等の生活

支援・経済対策を受ける方 

 

４．免除となる使用目的について 

① 社会福祉協議会による福祉資金緊急小口資金（特例貸付）や総合支

援資金生活支援費（特例貸付） 

② 日本政策金融公庫による新型コロナウイルス感染症特別貸付制度 

③ その他、行政が実施する各種支援制度の他、民間制度も含みます。 

（新型コロナウイルスに起因した生活困窮などへの対応として貸付や

融資等を利用する場合であれば全て対象となります。） 

 

 

次ページへ続く 

 

北広島市からのお知らせ 



概  要 

 

５．免除とする証明等及び手数料の種類 

住民票の写しや印鑑登録証明書、戸籍事項証明、所得証明、課税・非

課税証明などです。 

証明書類 交付窓口 

（１） 住民票の写し（広域住民票を除く） 

 
◆市民課戸籍住基担当 
◆出張所（西の里・大曲・西部） 

◆団地住民センター 
◆エルフィンパーク 

市民サービスコーナー 

（２） 住民票の除票の写し 

（３） 住民票記載事項証明書 

（４） 印鑑登録証明書 

（５） 戸籍全部・一部事項証明書 

（６） 除籍全部・一部事項証明書 

（７） 改製原戸籍全部・一部事項証明書 

（８） 戸籍附票の写し 

（９） 身分証明書 

（10）所得課税証明書 

◆税務課市民税担当 
◆出張所（西の里・大曲・西部） 
◆エルフィンパーク 

市民サービスコーナー 

（11）納税証明書 
◆税務課市民税担当 
◆出張所（西の里・大曲・西部） 

 

６．申請の方法と窓口取扱い 

各種証明書請求書の使用目的欄に「新型コロナウイルス感染症に伴う

貸付や融資制度等の申請に使用すること」と「貸付や融資、各種支援制

度の名称」を記載いただき、申請していただくことにより交付します。 

 

 

 

 

 

担  当 

（連絡先） 

市民環境部市民課 戸籍・住基担当 内線 ２３１１ または ２３１２ 
総務部税務課市民税担当 内線 ３７０２ または ３７０３ 

総務部税務課税務担当 内線 ３７１１ または ３７１２ 

  

 

 

  


